
大分県行財政改革アクションプラン

平成２７年１０月

大分県行財政改革本部

１



1

1



「大分県行財政改革アクションプラン」の策定にあたって

本県では、これまで、将来に夢と希望を持つことができる県政を実現するため、

また、納税者の負担によって支えられる行政を効率化するため、平成１６年に「行

財政改革プラン」、２１年に「中期行財政運営ビジョン」、２４年に「行財政高度

化指針」を策定し、聖域なき行財政改革に取り組んでまいりました。

県民の皆様のご理解とご協力により、２６年度末の財政調整用基金残高は４３１

億円となり、行財政高度化指針の目標である２７年度末残高３２３億円確保が達

成できる見込みとなるなど、一定の行財政基盤が整えられてきたものと考えてい

ます。

行財政高度化指針は、今年度、最終年度を迎えますが、もとより行財政改革に

終わりはありません。

今年度から新長期総合計画をスタートさせるにあたっては、それを支える行財

政基盤の確立が不可欠であり、今回、今後の財政収支見通しを試算しました。

試算では、社会保障関係費の増大や公共施設の老朽化対策など、財政需要の増

嵩が見込まれるため、行財政高度化指針による毎年度４０億円の行革努力を行っ

ても、３１年度末の財政調整用基金残高は２４５億円に減少する見込みとなりま

した。さらに、国・地方を通じた財政健全化が求められていることから、今後の

行財政運営は一層厳しさを増すことが懸念されています。

新長期総合計画の着実な実施に向け、安定的な財政運営を行うには、標準財政

規模の１０％にあたる３２０億円程度の財政調整用基金残高を常に確保していく

ことが必要です。３１年度に不足すると見込まれる約８０億円について、新たな

行財政改革の取組を上乗せすることにより、確保していかなければなりません。

さらには、将来世代の負担を軽減するため、県債残高についても縮減に努めな

ければなりません。

このため、新長期総合計画の策定と時期を合わせて、「大分県行財政改革アクシ

ョンプラン」を策定することにしました。

このアクションプランでは、「新長期総合計画を支える行財政基盤の強化」を基

本目標に、これまで行ってきた取組についても見直すべきものは見直し、地道な

取組についてもしっかり実施していくこととしています。また、行財政改革の成

果をより確実なものとするため、それぞれの取組について具体的な内容と時期を

明示し、目標を持って計画的に取り組むこととしています。

策定に当たっては、行財政改革本部会議での検討や、県議会をはじめ、民間の

有識者や県民の皆様からの多様なご意見・ご提言をいただき、その趣旨を反映し

たところです。

今後、全職員が一丸となって本アクションプランに掲げた取組項目を着実に実

行し、新長期総合計画を支える行財政基盤の強化を図ってまいりたいと考えてい

ますので、県民の皆様のご協力をお願いします。

平成２７年１０月

大分県知事 広 瀬 勝 貞
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Ⅰ 行財政改革に関する現状と課題

１ これまでの行財政改革の取組

本県では、平成１５年７月に行った中長期的な財政収支の試算において、国の三

位一体改革の影響等により、地方交付税等の一般財源が大幅に不足し、財政再建団

体に転落する恐れが明らかになりました。このため、「大分県行財政改革プラン」

を策定し、他県に先駆けて１６年４月からの５年間、徹底した行財政改革に取り組

みました。

続く２１年４月から２４年３月まで、新たに策定した「大分県中期行財政運営ビ

ジョン」に基づいて「安心・活力・発展プラン２００５」に掲げた政策を推進しつ

つ、これを下支えするための行財政改革に取り組みました。

さらに、２４年４月からは、「大分県行財政改革プラン」、「大分県中期行財政

運営ビジョン」の成果を踏まえ、行政の質の向上と行革実践力の発揮を主眼とする

「大分県行財政高度化指針」を策定し、引き続き行財政改革に取り組んできました。

【１６～２７年度の行財政改革の主な取組内容】

◇大規模施設の見直し

・香りの森博物館など１１施設を廃止

・大分農業文化公園など２５施設に指定管理者制度を導入

・大分スポーツ公園総合競技場など３施設にネーミングライツを導入

◇公社等外郭団体等の整理・統合、指導強化

・解散・統合：２２団体、指導指針策定（２１年度）

◇総人件費の抑制

・行財政改革プラン及び中期行財政運営ビジョンに基づく職員定数の削減

１，０３０人(知事部局等７７５人、教育委員会２５５人）

・職員給与の見直し：知事等三役給料の削減（１６年４月～１９年３月）

管理職手当１０％削減（１６年４月～１９年３月）

一般職給料２％削減（１６年７月～１９年３月）

級別構成の見直し、退職手当の見直し

◇組織の見直し

・地方機関の再編：１２振興局→６振興局、保健所の再編など

◇県民サービスの向上

・各種相談体制、窓口の充実(いつでも子育てほっとラインの充実等）

◇政策県庁を支える人材育成

・人材育成方針の改訂、職員研修の充実・自治人材育成センター設置等
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◇歳入の確保

・未利用財産の売却・貸付、広告収入の確保、ネーミングライツの導入(再掲）

◇歳出の削減

・事務事業の見直し、団体補助金の見直し、公債費の抑制、総人件費の抑制

（再掲）

これらの改革の結果として、１５年度から２７年度までの間に、職員定数は、

２，２６１人(△１２．２％) ［ 内訳：知事部局等△７９８人(△１７．２％)、

教育委員会△１，５４５人(△１３．４％)、警察本部＋８２人(＋３．５％)］が

削減され、２７年度当初予算における退職手当を除いた人件費は、１５年度に比

べて、３０９億円(△１７．８％)が削減されました。また、２７年度末の財政調

整用基金残高は、持続可能な財政運営を支えるために必要な約３２０億円を大き

く上回る４０７億円と見込まれます。

加えて、県債残高の総額は２５年度以降マイナスに転じ、３年連続で減少する

とともに、地方交付税の振替である臨時財政対策債を除いた実質的な県債残高は

１４年連続で減少する見込みとなるなど、３次にわたる行財政改革の取組と県民

の皆様のご協力により「安心・活力・発展」の大分県づくりを支える一定の行財

政基盤が整ってきたところです。

２ 今後の行財政運営の課題

本県を取り巻く状況を考えると、今後の行財政運営について、様々な課題が想定さ

れています。

（１）少子高齢化・人口減少社会の到来

国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、日本の総人口は減少を続け、

平成６０年には１億人を切り、今世紀末には５千万人を下回るとされています。

本県の人口は、昭和６０年の１２５万人をピークに全国よりも早く減少に転じ

ており、同推計では、平成２２年の１１９万７千人が、３０年後の５２年には、

９５万５千人と、約２４万人（２０％）の減少が見込まれています。特に、生産

年齢人口（１５歳～６４歳）については、７２万２千人から５０万４千人になり、

県全体の人口減少率を上回る３０％の減少となっています。

このことは、地方創生という新たな行政ニーズが生まれる一方、働き手の減少

や需要の減退につながり、地域経済の低迷や税収の減少が懸念されます。
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【本県の将来人口推計】

（２）社会保障関係費の増大

人口減少に加え、少子高齢化の進展により、団塊の世代全員が７５歳以上とな

る３７年度に向かって、医療や介護などの社会保障関係費の増加が見込まれてい

ます。国全体の動向と同様に本県においても社会保障関係費の増加が続いており、

１７年から２６年にかけて５６％も増加しています。

また、今後は人口減少に歯止めをかけるため、子育て満足度日本一の実現に向

けた取組など、結婚から妊娠・出産・育児までの切れ目のない支援の充実も重要

であり、社会保障関係費の増加傾向が続くと予想されます。

【本県の社会保障関係費の推移（２７年度以降は推計）】
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出典：国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集（2013版）」
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（３）公共施設・社会インフラの老朽化

高度成長期以降に集中的に整備された公共施設や社会インフラについては、県

有建築物の約５２％が築後３０年を経過し、橋梁では約３０％が架設後５０年を

経過するなど、老朽化が進んでいます。

これらの老朽化が進む県有建築物や社会インフラを、より少ない費用で長く安

心・安全に利用するため、２７年７月に策定した「大分県公共施設等総合管理指

針｣に基づき、着実な点検の実施と計画的な予防保全工事による長寿命化などに取

り組みます。それでも、県有建築物にあっては、その改修・更新経費は今後２０

年間で約１，４００億円が必要と見込まれています。

【長寿命化を実施した場合の改修・更新経費の見込み（県有建築物）】

（４）将来の発展に向けた基盤づくり

東九州自動車道などの高速交通ネットワークは、将来に向けた産業や観光振興

の基盤づくりに重要です。引き続き、中津日田道路や中九州横断道路の整備促進

に努める必要があります。

また、近い将来に発生が懸念されている南海トラフ地震・津波対策や、２４年

に発生した北部九州豪雨災害等の大雨による洪水被害等に対する防災・減災対策

も重要です。

さらに、老朽化・狭隘化が著しい県立芸術文化短期大学の教育機能の充実を図

るためのキャンパス整備や、武道を中心としながら多目的に利用できる県立屋内

スポーツ施設の新設など、芸術文化やスポーツの振興などを通じた新たな地域振

興施策が求められています。

21.7 23.5 30.0 26.6 30.7

48.4
33.7

41.0
32.3
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（億円）

69.5

78.5

※予算不足額：約２２億円／年

今後２０年間の改修・更新経費の見込み額：約１，４００億円

86.4

62.2

69.4
74.0

101.9

73.7
67.1

72.2

61.0

74.0

56.1

65.0

57.2 54.552.8

県有建築物（知事部局所管）

県有建築物（警察本部所管）

県有建築物（教育庁所管）

見込み額：約６９億円／年

過去５年間の平均予算額
：約４７億円／年

【見込み額の算出方法】
①建設後、概ね２０年毎に予防保全工事を計画的に実施したものとして算出

②点検等により、経費の算出が可能な施設については、所要額を計上
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（５）職員数の状況と退職者の増加

①職員数の状況

これまでの行財政改革の取組によって、職員定数の削減は２，２６１人に上り、

本県と人口が類似している他県と比べると、地理的な条件等の違いはありますが、

人口１０万人当たりの職員数は中位にとどまっています。また、行政分野ごとの人

員配置の状況は、人員が少ない分野がある一方で、他県に比べて多い分野もあり、

より効率的な人員配置に努める必要があります。

【一般行政職員数の人口類似団体の状況（平成２６年４月１日現在）】

②退職者の増加

本県職員の年齢構成を見ると、小中学校教員や警察官などを含む県職員約１万７千人

のうち、５０歳以上の占める割合は３７．４％（平成２７年４月１日現在）と高く

なっています。退職手当は、２５年１月から２６年７月まで、段階的に支給水準を

約１４．９％引き下げましたが、３０年度以降は職員の大量退職が続き、退職手当

総額の高止まりが続くことが見込まれます。

【４５歳以上の職員数（２７年４月１日現在）】 【退職手当の試算額】

（単位：人、位）

都道府県名  現員
人口

10万人
当たり

順位 都道府県名  現員
人口

10万人
当たり

順位

青森県 3,926 287.2 8 徳島県 3,146 402.3 20
岩手県 4,265 325.3 13 香川県 2,759 273.2 6
秋田県 3,359 313.9 11 愛媛県 3,750 261.1 4
山形県 4,125 358.4 19 高知県 3,399 450.8 21
富山県 3,295 302.0 10 佐賀県 3,021 354.6 18
石川県 3,195 274.7 7 長崎県 4,184 293.8 9
福井県 2,787 344.9 15 宮崎県 3,719 325.7 14
山梨県 3,044 353.5 16 沖縄県 3,831 264.6 5
滋賀県 2,987 210.2 1
奈良県 3,024 215.5 2 大分県 3,790 316.6 12

和歌山県 3,585 354.2 17
鳥取県 2,988 509.0 23
島根県 3,269 459.8 22
山口県 3,710 257.1 3

※１：人口類似団体（人口１７０万人未満の２３団体）

※２：職員数が少ない団体から順位づけ

平均
（大分県除き)

3,426 326.9 ―

439

531 516

671

613

716 725 718
687

626 593

550 558 552

488

400

450

500

550

600

650

700

750

59歳 58歳 57歳 56歳 55歳 54歳 53歳 52歳 51歳 50歳 49歳 48歳 47歳 46歳 45歳
退職年度 H27 H28  H29    H30     H31 H32    H33     H34     H35     H36    H37     H38     H39     H40     H41

出典：平成27年度給与実態調査

（人）

126

148 147 149

171

162

120

130

140

150

160

170

180

H26 H27 H28 H29 H30 H31

（億円）
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（６）一般財源確保の懸念

①本県の財政構造

我が国の地方財政が国の財政と密接に関連している中で、本県の財政は、県税な

どの自主財源が限られ、歳入の２／３を地方交付税等の依存財源に頼っているため、

国の地方財政政策に大きく左右されやすい構造となっています。

②国の財政健全化の取組の影響

本年６月に公表された「経済財政運営と改革の基本方針２０１５」では、国・地

方を合わせた基礎的財政収支を３２年度までに黒字化する目標を堅持するとし、地

方の一般財源総額については、３０年度までは２７年度の水準を実質的に確保する

ことが示されましたが、３１年度以降については明らかにされていません。また、

地方交付税についても、歳出効率化が進んだ自治体の経費水準を交付税額の算定に

反映したり、リーマンショック後に設けられた特別加算措置を見直すなどの検討を

することとされています。

そのため、今後の国の財政健全化の取組によっては、一般財源の確保が困難とな

る可能性もあります。

【主な財政指標等の状況（２６年度決算ベース）】

【歳入歳出の状況（２６年度決算ベース）】

自主財源

2,087億円

(36.7%)

依存財源

3,602億円

(63.3%)

歳入決算額

5,689億円

県税

1,128億円

(19.8%)

その他

自主財源

959億円

(16.9%)

県債

730億円

(12.8%)

その他依存財源

1,124億円

(19.8%)

地方交付税

1,748億円

(30.7%)

県税等の自主財源が１／３にとどまり、

地方交付税等の依存財源が２／３を占める

①歳入

義務的経費

2,559億円

(46.4%)

投資的経費

1,230億円

(22.3％)

その他の経費

1,728億円

(31.3%)

人件費

1,546億円

(28.0%)

扶助費

110億円

(2.0%)

公債費

903億円

(16.4%)
普通建設事業費

1,186億円

(21.5%)

災害復旧事業費

44億円

(0.8%)

補助費等

1,027億円

(18.6%)

その他

701億円

(12.7%)

歳出決算額

5,517億円

②歳出

人件費、公債費等の義務的経費が４６％を占める

0.34272 0.47338

(千円) 96 115
(千円) 149 117地 方 交 付 税

①財政力指数（平均的行政水準維持に必要な額に対する各団体の税収等の額の割合）

本県 全国平均

財 政 力 指 数

②県民一人当たりの主な歳入の内訳

本県 全国平均

県 税

自主財源が少なく、全国平均を下回っている
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３ 今後の財政収支見通し

安定した財政運営のためには、経済の不況等による大幅な税収減や災害発生等

による支出の増加に備え、標準財政規模（２６年度決算ベースで３，２４３億円）

の１０％（同３２４億円）程度の財政調整用基金残高の確保が必要です。

しかしながら、今後の財政収支見通し（Ｐ３５参照）では、行財政高度化指針

と同様の年間４０億円の歳入確保・節減の取組を行ったとしても、３１年度末の

財政調整用基金残高は２４５億円にまで減少することが見込まれます。

加えて、３１年度以降の地方の一般財源総額の確保の見通しが国から示されて

いないこと、地方交付税制度の見直し検討も予定されていることなど、懸念材料

も残されています。
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Ⅱ 行財政改革の基本的考え方

１ 行財政改革の必要性

１６年度以来継続して取り組んできた行財政改革により、一定の行財政基盤が整っ

てきたものの、少子高齢化などにより、県民ニーズが複雑化・多様化している中で、

地方創生に向けた取組など新たな財政需要が生じています。これに対応するためには、

効率的・効果的な行財政運営に努め、最小の経費で最大の効果を上げるよう、行財政

改革に取り組んでいかなければなりません。

加えて、「Ⅰ 行財政改革に関する現状と課題」で見たように、少子化・人口減少

社会の到来による社会構造の変化や社会保障関係費の増大、公共施設等の老朽化の進

行、将来の発展に向けた基盤づくりなど様々な課題があります。一方、長期債務残高

が諸外国に類を見ない水準に増嵩する中で、国・地方を通じた財政健全化が強く求め

られていることから、今後の行財政運営は一層厳しさを増すものと見込まれます。

新長期総合計画の着実な実施に向け、安定的な財政運営を行うには、標準財政規模

の１０％にあたる約３２０億円程度の財政調整用基金残高を常に確保していくことが

必要です。行財政高度化指針と同様の毎年度４０億円の歳入確保・節約の取組を行っ

た場合でも、なお、３１年度に不足すると見込まれる約８０億円について、新たな行

財政改革の取組を上乗せすることにより、確保していかなければなりません。

このため、従来から行財政改革に取り組み、成果を上げてきた本県においても、よ

り一層の行財政改革に取り組み、行財政基盤の強化を図ることが必要です。

２ これからの行財政改革の視点

これからの行財政改革は、社会経済の変化に対して機動的に対応できる行財政運営

を実現することが必要です。そのため、行政情報やストック情報などの「見える化」

を図り、行政経営の視点を取り入れ、限りある行財政資源を必要な政策や施策に重点

的に振り向ける「選択と集中」を一層推進します。

また、既に着手・実行した取組についても、１０年以上の期間が経過したものもあ

り、今一度、原点に立ち返り、見直すべきものは見直していきます。

他方、これまでの行財政改革により、職員数を削減し、予算の構造では人件費や公

債費が減少するなど、一定の筋肉質な体質ができてきましたので、職員一人ひとりが

常に行革マインドを持ちながら、身の回りのことからしっかりと見直しを実行する、

地道な取組も大切にしていきます。
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３ 「大分県行財政改革アクションプラン」の策定

行財政改革を進めるに当たっては、より成果を確実なものにするため、目標をもっ

て計画的に取り組む必要があることから、今回、「大分県行財政改革アクションプラ

ン」を策定します。

このアクションプランでは、

１ 歳入の確保

２ 歳出の見直し

３ 資産マネジメントの強化

４ 組織の見直し・人材の育成活用

５ 多様な主体との連携・協働の推進

に取り組むこととし、それぞれの取組項目について具体的な内容と時期を明示します。

計画期間は、２７年度の策定時から、新長期総合計画の中間見直し年である３１年

度までとします。

４ 「大分県行財政改革アクションプラン」の基本目標

本アクションプランは、「新長期総合計画を支える行財政基盤の強化」を基本目標

とします。

具体的には、

①３１年度末の財政調整用基金残高について、

標準財政規模の１０％程度に当たる３２４億円を確保すること

※一般的に財政調整用基金残高は標準財政規模（≒県税収入＋普通交付税収入等）の

１０％程度を確保することが適正水準とされています。

②３１年度末の県債残高について、

総額で１兆３００億円までに抑制すること

また、臨時財政対策債を除いて２６年度末から１０％減の６，１５０億円まで

に抑制すること

を目指します。

今後、次ページ以降の具体的な取組を行うことにより、上記の目標の達成が可能と

見込んでいます。

-9-



Ⅲ 具体的な取組

１ 歳入の確保

（１）県税収入のさらなる確保

人口減少社会を見据え、定住人口・交流人口の増加に向けた施策の推進や、農林水

産業や商工業等の振興に取り組むことにより、県内経済を活性化させ、税源の涵養を

図ります。また、納付手段の多様化や徴収強化に取り組み、税負担の公平性と県税収

入の確保を図ります。

・個人県民税については、従来から取り組んでいる県徴収職員の市町村への派遣に加

え、さらなる徴収率向上のため、市町村との新たな徴収連携方策を検討し、実施し

ます。 【２８年度から実施】

・自動車税については、納税者の利便性の向上のため、クレジット納税を導入すると

ともに、口座振替申込手続の簡素化やコンビニ納税の拡充を図ります。

【２８年度から実施】

・滞納整理に当たっては、納税者の生活実態を考慮するとともに、再三の催告に応じな

い滞納者に対しては、従来から実施しているタイヤロックに加え、取扱いが容易なミ

ラーズロックを新たに導入します。 【２７年度から実施】

・マイナンバー制度の活用により課税業務の効率化を図るとともに、税の手続におい

ても添付書類を削減するなど簡素化を図り、県民の利便性を向上します。

【２９年度から実施】

・森林環境税などの見直し時期が到来する税については、その効果や使途について検

証するとともに、社会経済情勢の変化や県民の意見等を勘案しながら、そのあり方

を検討します。 【森林環境税、法人県民税超過税率分は２７年度に見直し】

【産業廃棄物税は３１年度に見直し】

・本県の人口や産業の特徴等を勘案しながら、税源の偏在性が小さく、税収が安定的

な地方税体系の構築と地方税財源の充実を国に求めていきます。 【継続実施】

（２）税外未収債権の管理強化

県からの貸付金や県有施設の使用料等の税外未収債権については、債権管理マニュ

アル等に基づく督促や債権管理簿による管理を徹底するとともに、サービサー等への

回収事務委託導入を進め、確実な債権回収に努めます。 【継続実施】
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（３）基金の見直し

資産の有効活用を図る観点から、基金の積極的な活用や緊急的な支出に備える基金

について適正規模を勘案した積立を行うとともに、運用手法の見直しによる運用益の

増大を図ります。

①積極的な活用

・産業廃棄物税基金について、産業廃棄物処理施設周辺の環境整備などに加え、再生

利用率の低い廃プラスチック類等の排出抑制・再生利用や適正処理の推進にも積極

的に活用します。 【２７年度から活用を拡大】

・環境保全協力金基金については、県外から持ち込まれる産業廃棄物の適正処理を徹

底するため、環境測定機器の整備など、環境調査や監視体制の強化にも活用しま

す。 【２７年度から活用を拡大】

・森林環境保全基金については、森林環境税が２７年度末に第２期の終期を迎えるこ

とから、その効果や継続の必要性などを議論しているところですが、継続される場

合は、森林の有する多面的かつ公益的な機能を維持していくため、荒廃森林の機能

回復や木材の需要拡大などにも積極的に活用します。

【２８年度以降の継続状況に応じて実施】

②積立の見直し

・後期高齢者医療財政安定化基金については、収支不足等に備えて積立を行ってきま

したが、保険料改定時に当面の必要額の確保が見込める場合は、２８年度以降の積

立の停止を検討します。 【２７年度中に積立の停止を検討】

③運用効率の向上

・基金に属する現金について、運用効率の向上させるため、基金別に行っている運用

を複数基金による一括運用に切り替え、定期預金や地方債、地方公共団体金融機構

債等による複数年運用を拡大します。 【２７年度から実施】

（４）有利な財源の確保

国庫補助金や国の関係機関の助成金、元利償還金の一部が地方交付税に算入される

地方債などの有利な財源について、制度の創設や改正等の情報収集に努め、積極的に

活用します。

・事業の財源確保と事業への関心を高める取組として、ふるさと納税制度を活用し、

個別事業を対象とした寄附金を募る制度の導入を検討します。

【２８年度からの実施に向けて検討】
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２ 歳出の見直し

（１）事務事業の見直し

新長期総合計画の新たな目標の達成に向けて、限られた財源の中で効果的な事業構

築を加速するため、事業の選択と集中やスクラップ・アンド・ビルドをさらに徹底し

ます。

予算編成においては、事業の廃止状況に応じて新規事業を要求できる仕組みを新た

に設けるとともに、県政の最重点課題への対応のため特別枠を設定します。

また、予算執行段階においても、効率的・効果的な事業の実施に努めるとともに、

不要・不急な支出を抑制し、少なくとも毎年度４０億円の経費縮減を図ります。

【２８年度当初予算から新たな予算要求基準を導入】

①補助金等の見直し

補助金については、目的や効果、県と市町村等との役割分担などを踏まえ、負担割

合や県単独の上乗せ、事務費支援についてゼロベースから見直します。また、団体へ

の補助金等の支出についても、その効果や県の関与のあり方を改めて整理し、適正化

を図ります。

・県と市町村との役割分担の適正化の観点から、市町村の負担を軽減するために県の

負担割合を引き上げているものについては、その後の状況変化を踏まえ、適宜見直

しを行います。 【随時実施】

・各種団体の運営費の一部に充てられるなど、直接的な事業効果の低い補助金、報償

金等については、必要性を精査した上で適正な内容に見直します。 【随時実施】

・県が実施する事業についても、県と市町村との役割分担を踏まえ、必要に応じて地

元市町村に適正な負担を求めます。 【随時実施】

②物件費等の節減

・印刷経費について、コピー用紙の購入枚数の１５％削減やカラー印刷の見直しに取

り組みます。また、冊子、ポスター等の印刷物についても、必要性を精査した上

で、電子冊子化やホームページへの掲載等の代替手段を活用するとともに、必要性

の乏しいものは廃止します。 【２７年度から実施】

・物品について、管理の効率性を高めるため、所属単位での文房具や図書の管理を複

数所属をまとめて一元管理する方式に改め、在庫の削減を図ります。また、用品調

達事務を簡素化し、経費の節減と業務の効率化を図ります。

【２８年度から実施】
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・テレビ会議システムやタブレット端末の利用を拡大するなど、庁内会議へのＩＣＴ

の導入を進め、旅費や印刷消耗品費を節減するとともに、職員の移動に要する時間

の削減を図ります。 【２７年度から実施】

・車両管理について、車検等の実施にあたり、複数台の入札による一括発注を検討

し、維持管理経費の削減を図ります。 【２８年度から試行】

・イベントや大会、講演会、研修会で継続的に実施しているものについて、必要性を

検証した上で、廃止、縮小、簡素化などにより、経費の節減を図ります。

【随時実施】

・公共事業に係る事務費については、適正な予算規模の検証を行い、効率的な執行に

努めます。 【２７年度に検証】

③特別会計の見直し

状況の変化により存続意義の薄れた特別会計は廃止します。また、経営の観点から

事業会計の収支を改善し、一般会計からの繰出金を低減させます。

・中小企業設備導入資金特別会計について、企業者等からの償還が終了し、新規貸付

予定のない「小規模企業者等設備導入資金」の貸付原資を一般会計に引き上げ、中

小企業基盤整備機構からの借入を原資とする「高度化資金」の資金償還に合わせて

特別会計を廃止します。なお、廃止の際に残る資金制度については、一般会計に移

行して管理します。 【２８年度に小規模企業者等設備導入資金を引き上げ】

【資金の償還に合わせて３１年度を目途に特別会計を廃止】

・就農支援資金特別会計については、これを廃止し、一般会計から繰り出していた貸

付原資を引き上げます。 【２７年度末で特別会計を廃止】

・港湾施設整備事業特別会計については、「中期事業計画」を策定し、中長期的な視

点に立って必要な整備を進めます。また、収支改善による単年度の黒字化を早期に

実現し、一般会計からの繰入を廃止するとともに、黒字継続を目指します。

【２７年度中に中期事業計画策定、２９年度に単年度黒字達成】

④事務事業評価と監査の活用

・事務事業評価について、実施事業の評価結果等が一目で分かるよう個別調書の記載

内容を簡明にするとともに、評価責任者の明記及び今後の方向性の明確化を図り、

評価結果の事務事業の見直しや廃止への的確な反映など実効性を高めます。

【２７年度から実施】

-13-



・監査委員が行う監査や外部専門家による包括外部監査などの結果や意見を活用し、

事務事業の見直しや効率化を図ります。 【継続実施】

⑤新たな公会計基準を活用した行財政運営

国が２６年４月に公表した全国統一の新たな公会計基準に基づき、本県の財務書類

の作成に企業会計的手法を導入し、他団体との財務状況の比較性を高めます。新たな

基準では事業別・施設別財務書類が作成可能となることから、これを活用し、ストッ

ク情報も含めたフルコスト分析による他団体の類似事業や施設との比較を通じて、効

率的な事業執行、施設運営に取り組みます。 【２８年度決算から財務書類を作成】

⑥アウトソーシングによる民間活力の活用

限られた人的資源を有効に活用するため、これまでの施設管理等に係る業務に加

え、定型的な行政サービス等についても、民間が持つ技術やノウハウを活用すること

により、県民サービスの向上や効率化が図られる事務について、アウトソーシングを

拡大します。

[取組の具体例]

・一般用医薬品登録販売者試験

・調理師試験
【２８年度からの委託を検討】

・介護支援専門員実務研修受講試験

・電気工事士免状交付等事務

（２）総人件費の抑制

これまでの行財政改革では、職員定数の削減と職員給与の見直しにより総人件費の

削減に努めてきましたが、行財政を取り巻く環境の変化による新たな行政需要にも対

応できるよう、引き続き、総人件費の抑制に努めます。

・新長期総合計画に基づく「大分県版地方創生」の実現を目指した政策展開等の新た

な行政需要が発生する中にあっても、総人件費の抑制を念頭に、他県と比較して人

員が多い行政分野等においては、組織・機構や業務体制の見直しによる定数の最適

化を図るとともに、選択と集中による効率的・効果的な定数の再配分に努めます。

特に、退職者が増加する一方で、再任用職員の増加も見込まれる中、職員の採用

は、単に退職者数に応じた補充とならないよう、必要性を精査したうえで最小限度

のものとします。 【継続実施】
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・職員給与については、総人件費の観点のみならず、県民の理解と納得が得られるよ

う、引き続き、国や他の地方公共団体、民間企業との均衡を図りながら、適正な運

用を行います。また、新たな人事評価制度を導入し、能力と実績に基づく人事管理

を徹底するとともに、条例に等級別基準職務表を定め等級別・職名ごとの職員数を

公表することで透明性を確保し、引き続き、級別人員構成の適正化に努めます。

【２８年度から実施】

（３）社会保障関係費の適正化

社会保障関係費については、高齢化の進展により、今後もさらなる増加が見込まれ

ることから、効率化や予防対策等を推進し、引き続きその適正化に向けて取り組みま

す。

・医療・介護サービス等を必要とする県民に対しては、適切に提供することを基本ス

タンスとしつつ、生活習慣病対策等による健康寿命の延伸や、病床の機能分化・連

携などによる効率的な医療提供体制の整備、介護予防や自立支援型ケアマネジメン

トの推進などによる地域包括ケアシステムの構築などに取り組み、医療費、介護給

付費の適正化を図ります。 【継続実施】

・生活保護制度の適正な運用に引き続き取り組むとともに、生活保護に至る前の段階

の生活困窮者に対し、自立に向けた支援を実施します。

【２７年度から生活困窮者自立支援を実施】

・県単独扶助費のうち、全都道府県で実施している子ども医療費助成制度等について

は、国による制度化を継続して働きかけます。 【継続実施】

（４）公債費等の抑制

臨時財政対策債の残高の増嵩や金利の上昇等により、今後、公債費負担の増加が懸

念されることから、県債残高の抑制及び金利負担の低減に引き続き取り組みます。

・臨時財政対策債を除く実質的な県債残高について、交付税措置のない県債の発行抑

制や繰上償還の実施などにより、引き続き残高の減少に努めます。 【随時実施】

・県債の発行に際し、借入先、借入時期、借入期間等について多様な資金調達に努

め、借入コストや金利変動リスクの低減を図ることにより公債費を抑制します。

【随時実施】

・職員住宅等の建設に係る借入償還金についても、繰上償還を実施し、将来の負担を

軽減します。 【２７年度までに全額を繰上償還】
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（５）公営企業の健全経営・あり方の見直し

①企業局

・電気事業について、国や他県の動向を注視しながら、売電契約における競争入札の

導入時期を検討します。また、中期経営計画（２６～２９年度）に基づき、施設の

老朽化対策に取り組むとともに、電力システム改革における卸規制の撤廃や将来の

電源構成比率の検討結果などの影響による収入見込みの変化を捉え、適宜経営計画

を見直し、健全経営の継続を目指します。

なお、今後の電気事業のあり方については、中長期的な収益性や安定性も勘案しな

がら幅広に検討します。 【２７年度に競争入札導入時期を検討】

・工業用水道事業については、事故発生時等に給水を相互に補完できるネットワーク

の構築や地震（津波）対策の計画的実施、大雨による濁水への対策に取り組むとと

もに、計画的な施設補修により長寿命化や費用平準化等に努めることで健全経営を

継続し、水の供給のさらなる安定化を図ります。

【２９年度中に給水ネットワークを運用開始】

②病院局

・県立病院については、医業収支の赤字が拡大しつつある中、今後実施を予定してい

る大規模改修工事により、患者数の減少も懸念されることから、医業収益の確保や

診療材料費、薬剤費の削減など医業費用の低減、また、診療報酬に応じた収益確保

のための人員配置に取り組むなど、徹底した経営改革を推進します。

また、経営基盤強化を一層行うことにより、一般会計からの繰出金の削減を図りま

す。 【２７年度から中期事業計画（第３期）に沿って徹底した経営改革を実施】

（６）危機に対応できる機動的な行財政運営

当面の行財政運営については、上記（１）～（５）に掲げた各項目に着実に取り組

むことにより、行財政基盤の強化を図ります。

しかしながら、国内外の社会経済情勢の先行きは不透明であり、現在の予測を超え

る緊急事態の発生も想定しておく必要があります。

このため、地方交付税をはじめとする国の地方財政対策の動向等を常に注視する一

方、諸情勢の急変により、仮に本県財政の急激な悪化が予見される場合には、人件費

を含む歳出削減の徹底やマイナスシーリング方式の復活に加え、予算の執行停止など

の緊急措置も視野に置き、機動的な対応を行います。
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３ 資産マネジメントの強化

（１）県有財産の利活用推進

現行の新県有財産利活用推進計画（２１～２７年度）の実績を踏まえ、現行計画に

おける未処分財産や新たに生じた未利用財産の有効活用、未導入施設へのネーミング

ライツの拡大や広告収入の確保などに取り組むため、２７年度中に県有財産総合経営

計画（仮称）を策定し、着実に実行します。

①県有財産の売却・有効活用

（ⅰ）未利用財産の売却・有効活用

・高校改革推進計画により廃止された学校施設、旧浅海研究所（豊後高田市）、大

分東警察署（大分市）等の新たに生じた未利用財産については、まず、県内部に

おいて活用や処分方針を決定し、新規就農支援や定住対策の拠点施設として市町

村に優先的に売却したうえで、さらに未利用となる場合は、一般競争入札により

売却等を行います。また、組織改正等により生じた庁舎等の空きスペースについ

ても、引き続き有効活用します。 【継続実施】

［処分可能な土地の例］

旧県立三重病院・・・敷地面積：73,965.75㎡ 延べ床面積：10,759.26㎡

旧臼杵商業高校・・・敷地面積：46,608.14㎡ 延べ床面積：11,367.74㎡

旧大分東警察署・・・敷地面積： 5,810.72㎡ 延べ床面積： 2,230.38㎡

旧浅海研究所・・・・敷地面積： 4,555.58㎡ 延べ床面積： 1,988.22㎡

・未利用となった職員宿舎・住宅については、新規就農支援や定住対策等、地域活

性化に資する施設として活用が図れるように、市町村と連携します。その結果、

市町村での活用が図れないものについては、民間への売却を進めます。

【継続実施】

・県有施設等への自動販売機設置については、原則として公募入札による貸付に切

り替え、貸付料収入の拡大を図ります。 【継続実施】

・県管理ダムについては、電力の固定価格買取制度を活用して放流水による小水力

発電を導入し、流水占用料等の確保を図ります。 【３０年度から随時導入】

（ⅱ）出資金、出捐金及び株式の見直し

県が行った出資、出捐や保有する株式について、その設立当初の目的が達成される

等、県の財政的関与の必要性が薄れたものについては、２２年度の包括外部監査の指

摘や団体の経営状況等を考慮した上で、出資関係の解消や財産として売却する等の有

効活用を検討します。 【２８年度から実施】
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○出資関係の解消について検討を行う団体

・設立当初の目的が達成され、今後も引き続き安定した運営が期待できる団体

・特定地域に活動範囲が限られ、全県的な役割が薄い団体

・施設の管理が主たる業務になっており、政策的関与の必要性が薄い団体

○団体が保有する基金の有効活用

・県費補助金等により造成した果実運用型基金の有効活用の検討

②ネーミングライツ・広告収入等の拡大

ネーミングライツの導入や広告収入の拡大、各種大会やイベントへの企業協賛金

の導入など、県民の理解を得ながら企業とのパートナーシップにより、様々な手法

を柔軟に活用して収入を確保することで、事業や施設の維持管理にかかる負担を軽

減します。

・ネーミングライツについては、新たな施設への導入拡大に取り組むとともに、企

業・団体からの寄付を道路照明灯の維持管理費等に活用する「おおいた灯りのサ

ポーター」の拡大に努めます。 【継続実施】

・大分農業文化公園、県営住宅、職員住宅等の施設について、広告の設置を検討

し、収入の確保に取り組みます。また、県庁舎内における広告スペースの拡大に

努めます。 【２８年度から実施】

・ホームページや広報誌については、広告スペースを確保し、掲載料の増収に努め

ます。 【２７年度から実施】
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（２）公共施設等の総合的な管理

①公共施設等の計画的な保全管理

県有建築物の約５２％が築３０年以上経過し、公共インフラ施設についても、１０

年後には橋梁の約５０％が５０年を経過するなど、今後、公共施設等の老朽化が一層

進行していくことから、２７年７月に策定した「大分県公共施設等総合管理指針」に

基づき、施設の長寿命化により財政負担の軽減・平準化を図ります。

（ⅰ）県有建築物

・社会情勢の変化や施設の利用状況などを総合的に勘案した上で、必要性が認めら

れない施設については、用途廃止や集約化を行い、施設総量の縮小を図ります。

【２７年度から実施】

・県有財産経営室に施設保全推進班を設置するとともに、関係課で構成する県有建

築物保全工事調整会議において、保全工事の優先順位付けを行い、計画的に予防

保全による長寿命化に取り組み、財政負担の軽減・平準化を図ります。

【２７年度から対象施設を拡大】

・新たな施設の整備に当たっては、まず、既存施設の有効利用を検討し、整備を行

う場合には、必要な機能や面積などを精査して過大な施設とならないよう留意す

るとともに、ＰＦＩやネーミングライツなどの民間活力の導入を検討します。

また、公共施設のリノベーションの実施に向けた仕組みづくりを進めます。

【継続実施】

［長寿命化を実施した場合の改修・更新経費の見込み（県有建築物）］（Ｐ４参照)

（ⅱ）公共インフラ施設（橋梁、トンネル等）

・施設の機能を将来にわたって確実に発揮させるため、点検・診断を定期的に行

い、補修・補強対策の優先順位を明確にした上で、適切な時期に保全工事を実施

し、長寿命化を図ります。 【継続実施】

・施設の新設・更新に当たっては、社会情勢の変化や県民ニーズなどを総合的に勘

案した上で、必要性や費用対効果等を十分に検証するとともに、必要性が認めら

れない施設については、廃止します。 【継続実施】

・県管理道路のうち、バイパス工事等により交通量が減少し、幹線道から地域の生

活道へと役割が変わった区間については、地元市町村と協議し、３１年度までに

その延長の半分を市町村道へ移管できるよう計画的に事務処理を進めます。

【３１年度までに延長の半分の移管を目指す】
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・県営土地改良事業で整備した土地改良財産のうち、市町村への譲与が未了となっ

ている土地改良財産については、３１年度までに譲与を完了できるよう計画的に

事務を進めます。 【３１年度までの譲与完了を目指す】

・県管理漁港については、市町村の意向を尊重しつつ、可能なものから市町村への

移管を検討します。 【２７年度から実施】

②庁舎等維持管理費の見直し

庁舎や公共施設の管理運営経費については、契約方法の見直しや省エネ器材の導入

などにより、節減します。

・電力調達については、県庁舎本館、新館、別館に加えて他の県有施設もグループ化

して一般競争入札を実施することにより、電気料金を節減します。加えて、今後予

定されているさらなる電力の自由化や新電力の電力供給状況を踏まえ、引き続き、

一般競争入札対象施設の拡大に努めます。

また、指定管理者制度導入施設等についても、入札等の有利な電力調達手法の導入

を推進します。 【２７年度から実施】

・機械警備、清掃等の委託業務についても、近隣の複数庁舎等による一括入札の拡大

を検討し、さらなる委託料の節減を図ります。 【２７年度から対象庁舎を検討】

・道路や庁舎の照明については、器材の更新に合わせてＬＥＤ照明の導入を段階的に

進め、電力消費量の抑制とライフサイクルコストの低減を図ります。【随時実施】

（３）公の施設等の見直し

①施設のあり方の見直し

県が保有する施設の必要性を再検証し、県有施設としての必要性が薄れている施設

の廃止・縮小、市町村や民間で有効活用が見込まれる施設の移管等に取り組みます。

また、県有施設として継続する施設についても、必要に応じて今後の施設の運営方

針を見直し、魅力ある施設としての再生を図ります。
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（ⅰ）抜本的見直し

施設名 見直しの内容 実施時期

社会教育総合 設置後２９年が経過し、市町村や民間の生涯学習 ３１年度まで

センター 講座が充実しており、県民の学習の場を県が直営 に検討

（別府市） で提供する必要性が薄れたことから、継続を要す

る事業の社会教育課等への移管や民間委託と併

せ、施設については廃止も含めた利活用のあり方

について検討します。

総合体育館 新たに整備する屋内スポーツ施設が総合体育館の 屋内スポーツ

（大分市） 機能を代替できること等から、屋内スポーツ施設 施設完成後に

完成後、県有施設としては廃止します。 廃止

（ⅱ）市町村や民間による活用を検討

施設名 見直しの内容 実施時期

長者原オートキャン 市町村や民間による活用が期待できる施設 指定管理期

プ場・長者原園地 として、施設のあり方を検討します。 間の終期を

（九重町） 目途にあり

（指定管理期間の終期） 方検討

リバーパーク犬飼 ・長者原オートキャンプ場

（豊後大野市） 及び長者原園地 ：３０年度

・リバーパーク犬飼 ：２９年度

庄内屋内競技場 ・庄内屋内競技場 ：３０年度

（由布市）

（ⅲ）利用促進策の実施

施設名 見直しの内容 実施時期

大分農業文化公園 中期事業計画に基づき、公園の利用促進やサ ２８年度か

(杵築市、宇佐市) ービス向上に取り組みます。 らの次期指

定管理期間

で本格実施
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施設名 見直しの内容 実施時期

マリンカルチャー 中期事業計画を策定し、センターの利用促進 ２７年度に

センター とサービスの向上に取り組むとともに、将来 中期事業計

（佐伯市） 的な施設のあり方についても検討します。 画を策定

②指定管理者制度や民間委託の導入・拡大

民間活力を導入することでサービスの向上や経費の低減が見込まれる施設について

は、指定管理者制度や民間委託の導入・拡大を図ります。また、今後整備を行う県立

屋内スポーツ施設についても、指定管理者制度の導入を検討します。

施設名 見直しの内容 実施時期

別府港北浜ヨット 浮桟橋の使用率改善による収入確保や管理費 ２８年度に

ハーバー の節減、体験教室の開催等のサービス向上を 指定管理者

（別府市） 目指し、指定管理者制度を導入します。 制度導入

香々地青少年の家 学校支援機能の維持に配慮した上で、閑散期 ３１年度ま

（豊後高田市） の施設の運営効率の改善やサービスの向上、 でに検討

九重青少年の家 維持管理費の節減を目指し、指定管理者制度

（九重町） を含めた民間活力の導入を検討します。

県立図書館 業務内容を精査し、民間委託の拡大を検討し ２９年度を

（大分市） ます。 目途に民間

歴史博物館 委託を拡大

（宇佐市）

③指定管理者制度導入施設のサービスの向上

・指定管理者制度を導入している施設については、引き続き、外部評価や利用者満足

度調査に基づき、利用者の視点に立った管理運営の充実を図ります。また、新たに

サービス向上の取組等について指定管理者や施設所管課相互の情報共有を行うな

ど、一層のサービスの向上に努めます。 【２７年度から実施】
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４ 組織の見直し・人材の育成活用

（１）組織・機構の見直し

新長期総合計画の実行を確実に下支えするため、他県に比較して人員が多い行政分

野においては効率化を図るとともに、スクラップ・アンド・ビルドを原則として、簡

素で効率的な組織・機構の構築を図ります。また、外部委託・指定管理などによる業

務のアウトソーシングも検討し、組織のスリム化を図ります。

部局横断の課題に対しては、プロジェクトチームやワーキンググループなどの既存

の組織の枠にとらわれない方法を積極的に活用し、機動的・効率的な人材の活用に努

めます。

①知事部局

・本庁については、行政評価の結果等に基づいた業務の見直しや業務のアウトソーシ

ングを進めるとともに、新たな政策に取り組むための体制を構築します。

・地方機関については、現場のニーズに合わせた行政サービスの見直しや事務所・職

員の配置の見直し、効率化を行います。

[主な取組例]

・県税事務所については、市町村との連携を一層強化するとともに、業務の効

率化と専門性の向上を図るため、県民の利便性や税収の確保、税制改正への

対応なども考慮しながら、事務所体制や人員配置のあり方を検討します。

【３０年度までに実施】

・職業訓練機関については、「まち・ひと・しごと創生」で進める雇用拡大の

取組に対応できるよう、２７年度に策定する第１０次職業能力開発計画に基

づいて訓練科目の見直しを行います。 【２８年度から実施】

・農林水産関係機関については、２７年度に策定する新「農林水産業振興計

画」に基づき、農林水産業の構造改革を加速するため、生産・流通現場の変

化に即した重点化を図ります。 【２８年度から実施】

・土木事務所については、災害発生時に迅速に対応できる機能・体制の維持に

配慮した上で、事務の効率的な執行を図る観点から、事務所ごとの事業量を

勘案し、課や班のあり方や人員配置の見直しに取り組みます。

【２８年度から実施】

・試験研究機関については、新長期総合計画に掲げる施策推進のため、試験研究課

題を重点化するとともに、現場ニーズに即応し、研究成果を早期に発揮できる体

制の構築を図ります。また、外部資金の確保についても引き続き取り組みます。

【継続実施】

-23-



②教育委員会

社会教育施設のあり方を見直し、必要性が薄れている施設の廃止や民間活力の導

入により県民サービスの向上、経費の低減が見込まれる施設については、指定管理

者制度の導入や民間委託の導入拡大を図ります。

・社会教育総合センターについては、設置後２９年が経過し、市町村や民間の生涯

学習講座が充実しており、県民の学習の場を県が直営で提供する必要性が薄れた

ことから、継続を要する事業の社会教育課等への移管や民間委託と併せ、施設に

ついては廃止も含めた利活用のあり方について検討します。

【３１年度までに検討】［再掲］

・香々地青少年の家及び九重青少年の家については、学校支援機能の維持に配慮し

た上で、閑散期の施設の運営効率の改善やサービスの向上、維持管理費の節減を

目指し、指定管理者制度を含めた民間活力の導入を検討します。

【３１年度までに検討】［再掲］

・県立図書館及び歴史博物館については、業務内容を精査し、民間委託の拡大を検

討します。 【２９年度を目途に民間委託を拡大】［再掲］

③警察本部

・鑑識科学センターの建設・移転を行い、分散配置されている本部各課を県庁舎内

に移転集約することにより、業務の効率化を図ります。【３１年度までに実施】

・交番・駐在所については、県内の社会情勢や治安情勢の変化を踏まえ、配置見直

し計画を策定し、適正配置を実践します。 【３１年度までに実施】

（２）審議会等の効率的な運営と多様な意見の反映

審議会等については、社会経済情勢の変化等に応じて必要性を常に点検し、効率

的・効果的な設置・運営に努めるとともに、県民からの多様な意見を反映させるた

め、公募委員や女性委員の積極的な登用を推進します。 【継続実施】

（３）公社等外郭団体等の見直し

県行政と密接な関係を持つ公社等外郭団体については、２１年９月に策定した

「大分県公社等外郭団体に関する指導指針」に基づき、各団体を取り巻く環境の変

化を踏まえ、組織効率化等の指導及び助言を行うとともに、県の財政・人的関与の

あり方についても抜本的な見直しを行います。

また、その結果に基づいて、各団体の現行「見直し方針」を改定し、団体と共同

して着実に実行するとともに、民間有識者で構成する行財政改革推進委員会や県議

会への報告、ホームページ等での公開によって説明責任を果たしていきます。

【見直し方針の改定は２７年度に実施】
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①組織・運営体制の見直し

各団体の運営状況等を適切に把握し、団体の自主性を尊重しつつ、必要に応じて組

織・機構のスリム化や運営体制の見直し等に取り組むよう指導監督を行います。

[主な取組例]

・経営が悪化していた（公社）大分県漁業公社については、２６年度の黒字転

換を踏まえ、今後とも安定した経営が続けられるよう、２９年度までに事業

執行体制のあり方を検討します。 【２９年度までにあり方を検討】

②財政的関与の見直し

（ⅰ）出資金、出捐金及び株式の見直し

県が行った出資、出捐や保有する株式について、その設立当初の目的が達成される

等、県の財政的関与の必要性が薄れたものについては、２２年度の包括外部監査の指

摘や団体の経営状況等を考慮した上で、出資関係の解消や財産として売却する等の有

効活用を検討します。 【２８年度から実施】［再掲］

○出資関係の解消について検討を行う団体

・設立当初の目的が達成され、今後も引き続き安定した運営が期待できる団体

・特定地域に活動範囲が限られ、全県的な役割が薄い団体

・施設の管理が主たる業務になっており、政策的関与の必要性が薄い団体

○団体が保有する基金の有効活用

・県費補助金等により造成した果実運用型基金の有効活用の検討

（ⅱ）補助金・委託料の見直し

補助金については、県直営事業と重複しているものや実施効果が認められないも

のは廃止するなど、随時その必要性を検証します。

また、委託料については、団体の持つ専門的知識、技術等の活用状況やその成果に

ついて検証し、その契約に当たっては、一般競争入札等民間企業等との公正な競争に

よることを原則とします。随意契約による場合については、その理由や仕様等を再検

証し、透明性、公正性の確保に努めます。 【継続実施】

-25-



③人的関与の見直し

（ⅰ）役員就任の見直し

公社等外郭団体への県職員の役員就任については、団体の業務が県行政と密接不

可分であり、施策を推進する上で、県の一定の関与の必要性が認められる場合のみ

行うものとし、毎年度見直しを行い、その必要性に応じて廃止・縮小します。

[主な取組例]

・(公財)大分県環境管理協会［２７年５月現在：５名］

３名に削減するとともに、人的関与を必要最小限とするよう随時見直しを

行います。 【２７年度に３名に削減】

（ⅱ）県職員派遣の見直し

公社等外郭団体への県職員の派遣については、現場主義の実践など県職員の人材

育成の観点も含め、その必要性と派遣人員・期間などについて常に検討を行い、団

体の自主性・独立性にも配慮し、適正化に努めていきます。

[主な取組例]

・(公財)大分県芸術文化スポーツ振興財団［２７年７月現在：１１名］

財団職員の育成等により、職員派遣を見直します。

・(公財)大分県産業創造機構［２７年７月現在：８名］

機構職員の育成等により、職員派遣を見直します。

・大分県土地改良事業団体連合会［２７年７月現在：１名］

農業用基幹水利施設等の保全計画策定後に職員派遣を見直します。

・(公財)大分県建設技術センター［２７年７月現在：２名］

センター職員の育成等により、職員派遣を見直します。

（ⅲ）再就職における公平性・透明性の確保

公社等外郭団体への県退職者の再就職については、県民の理解と納得が得られる

よう、各団体の要請に基づき、人材活用支援センターから人材情報を提供し、再就

職の状況を毎年度公表等することにより、透明性の確保に引き続き努めます。

【継続実施】
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④任意団体の見直し

・県の庁舎内に事務局を置く任意団体については、引き続き、必要性の点検や事務局

体制の見直しを進めるとともに、資金の管理や人的支援を含め、適正な運営を確保

するよう指導します。 【継続実施】

（４）人材の育成と活用

高度化・多様化する県民ニーズに迅速かつ的確に対応していくため、行財政を取り

巻く環境や職員構成が大きく変化していく中にあっても、職員一人ひとりの意欲や能

力を向上させることにより、最小限のコストで最大限のパフォーマンスを発揮できる

よう、政策県庁を支える人材の育成と活用に努めます。

また、「教育県大分」を担う人材の確保・育成等に向けた「公立学校教職員の人材

育成方針」に基づき、教職員の意識改革や資質能力の向上に努めるとともに、県民の

期待と信頼に応える強い大分県警察の確立に向けた精強な警察官・警察職員の人材育

成に取り組みます。

①人材の育成

（ⅰ）職員研修の充実

・職員の職務遂行に必要な知識・技能の修得、管理監督者の人材育成や組織マネジ

メントの能力向上を図るため、新たに研修の効果測定を導入し、さらなる研修の

充実に努めます。 【２７年度から実施】

・市町村職員との合同研修では、人口減少社会の克服や地方創生の取組に向けた県

と市町村の連携を一層促進するため、人的ネットワークの構築・拡大を目指し

て、講座数や受講者数の拡大に努めます。 【２７年度から実施】

・「地域政策スクール」については、県と市町村の政策連携を視野に入れ、市町村

からの提案によるテーマも設定します。 【２７年度から実施】

（ⅱ）人事管理を通じた人材育成

・異なる組織風土や業務を経験することを通じて、幅広い視野と新たな発想を養う

ため、国や他の地方公共団体、民間企業などとの人事交流や派遣研修を拡充しま

す。 【継続実施】

・職員が将来を見据え、主体的に自らのキャリア形成を意識し、進んでそのための

能力開発に取り組むよう、「キャリア開発プログラム」の定着を図るとともに、

管理監督職員の部下育成能力、特に所属長のマネジメント力の向上に取り組みま

す。 【２７年度から実施】
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・「キャリア開発プログラム」の定着と併せて、現行のエキスパート制度を見直

し、高い専門能力を備えつつ、広い視野で政策の実行に貢献できる人材を育成し

ます。 【２７年度から実施】

（ⅲ）人事評価制度の活用

・職員の人材育成と組織の活性化、さらには行政目標を達成するため、複数評価者

制度を取り入れた新たな人事評価制度を導入し、評価結果を給与へ反映するな

ど、能力と実績に基づく人事管理を徹底します。併せて、評価結果を職員に開示

し、所属長面談や日々の業務を通じた適切な助言・指導により、職員の自発的な

能力開発を促します。 【２８年度から実施】

（ⅳ）人材育成を促す環境づくり

・新規採用職員に業務内外で必要なサポートを行う指導担当者やグループアドバイ

ザーを引き続き配置するなど、若手職員の育成に努めます。また、女性職員が活

躍できる環境を創出するため、キャリア形成等を支援するメンター制度の充実に

努めます。 【継続実施】

②人材の活用

・大分県職員としてのやりがいや魅力を積極的に情報発信し、リクルート活動を強化

するとともに、社会人経験者採用の拡大など多様な採用方法の実施により、政策県

庁を支える優秀な人材の確保に努めます。 【２７年度から実施】

・女性職員の増加に合わせて、女性職員が活躍できる機会を広げるため、幅広い分野

に配置し、能力や実績に応じて指導的なポストへの登用を積極的に進めるととも

に、女性職員の新たな登用目標を「第４次おおいた男女共同参画プラン」や国・他

の地方公共団体の状況等を踏まえ設定します。

また、産育休からの円滑な職場復帰支援を目的とした休業中の研修参加など、女性

職員のライフステージに合わせた働きやすい環境づくりに努めます。

【２７年度に女性職員登用目標を設定】

・今後も増加が見込まれる定年退職後の再雇用職員については、これまでの経験を活

かせるポストや産育休職員の代替としての配置に加え、増加する若手職員の育成を

目的とした現場アドバイザーとしての配置など、知識・技術の継承に資する配置を

積極的に行います。 【継続実施】
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・職員健康管理指針に基づき、職員の健康管理対策を実施することで、職員の心身の

健康保持と、職務を継続的に遂行できる環境を整備し、県民ニーズにしっかりと対

応できる体制を確保します。また、新たな健康課題への対応やこれまでの取組の成

果を踏まえ、指針の見直しを行います。 【２８年度に指針の見直し】

（５）職員の意識改革と業務の効率化

①ＯＩＴＡチャレンジ運動の推進

県民のニーズを的確に捉え、高い政策形成能力でそれらに応える「政策県庁」の実

現に向けて、職員一人ひとりが主体的に業務の見直し等を行う「ＯＩＴＡチャレンジ

運動」をさらに推進し、県民サービスの向上と業務の効率化に努めます。

・職員一人ひとりが身近な業務の改善を行う「業務改善」、他の所属等の業務改善を

提案する「アイデア提案」に加え、職員間の知識・ノウハウの共有を図る仕組みを

積極的に活用し、職員の意識改革と業務改善を進めます。 【継続実施】

②積極的な県政情報の発信

業務の効率化に係る取組を進め、行政経費やストック情報などの行政情報を積極的

に発信する「見える化」を図り、情報開示に努めます。

県政への県民の理解と信頼を高めるため、研修等を通じて広報スキルの向上を図る

とともに、職員一人ひとりが「広報広聴パーソン」であるという意識をもって積極的

な情報発信や県民ニーズの把握に努めます。

また、県政の情報発信に当たっては、記者会見やプレスリリースなどを通じて報道

機関へ積極的に働きかけるパブリシティを推進します。 【継続実施】

③ＩＣＴ（情報通信技術）の活用による業務の効率化と県民の利便性向上

行政サービスの質を向上し、最小の経費で最大の効果を発揮するため、ＩＣＴを積

極的に活用して事務の簡素化・効率化・迅速化を進めます。

[取組の具体例]

・県立学校に「総務事務システム」を導入し、これまで紙媒体で処理していた

教職員の旅費支給や手当認定等の総務事務の電子化を図ります。

【２８年度から実施】

・２９年７月から運用されるマイナンバー制度の情報提供ネットワークを利用

することにより、特別児童扶養手当申請時の住民票等の添付を廃止するな

ど、社会保障や税の手続における事務の簡素化を図ります。

【２９年度から実施】
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・自動車購入（登録）時に必要な税の申告手続や車庫証明申請など、行政機関

の各種手続をオンライン上で常時一括して行うことができるワンストップサ

ービスを導入します。 【２９年度から実施】

・庁内のサーバー運用については、クラウド移行化計画に基づいてクラウド化

を行い、経費削減やシステム管理の効率化、災害への対応強化を図ります。

【３０年度までに計画的に実施】

・職員が利用できる庁内ポータルサイトを活用し、職員・組織が保有する情報

や知識、業務上のノウハウを蓄積・共有するナレッジマネジメントを推進

し、業務効率の向上に取り組みます。 【継続実施】

④ワーク・ライフ・バランスの推進

・２７年度に新たに策定した次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画

により、育児を行う職員を職場で支え合う環境づくりや職員一人ひとりの意識改革

に努めます。 【２７年度から実施】

・職員の多様な働き方を支援するため、ＩＣＴの活用により勤務公署以外でも勤務を

可能とするサテライト・オフィスや在宅勤務を推進するとともに、時差通勤や育児

短時間勤務制度の利用促進に努めます。 【継続実施】
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５ 多様な主体との連携・協働の推進

（１）ＮＰＯ等民間との協働の推進

国・地方を通じて、ＮＰＯや企業等の公的サービスへの参画により、民間の知恵や

資金などを有効活用し、公共サービスの効率化や質の向上を実現することが求められ

ているところです。本県においても、アウトソーシングや指定管理の拡大、ＰＦＩの

導入検討など、公的サービスへの民間の参画を進めます。

また、公益活動に強い意欲を持ち、機動性のあるＮＰＯや専門的知識や技術を持っ

た企業などと協働することで、よりきめ細かで質の高い行政サービスの提供が可能と

なります。このため、２４年に策定した「大分県におけるＮＰＯとの協働指針」に基

づき、ＮＰＯ、地域団体、企業等との協働をさらに進めるとともに、これらの団体や

活動の核となる担い手の確保・育成に取り組みます。

協働の推進に当たっては、ＮＰＯ現場体験研修や各部局ごとに行う協働研修などを

通じて、職員の協働意識の向上を図ります。

［取組の具体例］

・ＮＰＯとの協働に向けた支え合いの仕組みづくりを推進するとともに、行

政だけでは手の届きにくい地域課題の継続的な解決に向け、ＮＰＯと県の

双方から提示する提案公募型事業を実施し、協働モデルを創出します。

【２７年度から実施】

・地域住民による県管理道路の草刈りや花植えなどの道路美化活動を支援

し、地域との協働による効果的な道路管理体制を推進します。

【継続実施】

・コンビニエンスストア等との包括協定に基づき、県産品の商品開発や効果

的な観光情報発信を進めるとともに、地域住民の生活拠点として定着して

いる特性を活かし、高齢者等の見守り活動など新たな分野における提携を

進めます。 【継続実施】

・新たな施設の整備に当たっては、ＰＦＩやネーミングライツなどの民間活

力の導入を検討するとともに、公共施設のリノベーションの実施に向けた

仕組みづくりを進めます。 【継続実施】［再掲]

・限られた人的資源を有効に活用するため、これまでの施設管理等に係る業

務に加え、定型的な行政サービス等についても、県民サービスの向上が図

られる事務や民間委託の方が効率的な事務について、アウトソーシングを

拡大します。 【継続実施】［再掲]
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（２）市町村との連携

人口減少社会の到来に伴い、生産・需要の減少などによる地域経済の縮小、社会

保障関係費の増大、公共施設の老朽化など様々な課題に対応するため、県・市町村

ともに行財政改革を推進することが求められています。県や市町村が有する総資源

（ヒト、モノ、カネ、情報等）を有効に活用し、住民の福祉を効率的・効果的に増

進するため、市町村との連携を一層推進していきます。

①市町村行財政基盤の強化

・市町村行財政の「見える化」について、「大分県市町村行政支援ポータルサイト」

の活用などにより、税財政や定員・給与、主要な政策の推進状況など、市町村の行

財政の状況をわかりやすく住民に情報提供し、市町村の行財政運営の健全化・効率

化を促進します。 【継続実施】

・住民ニーズが高度化・多様化する中で、地方行政を担う職員一人ひとりの政策形

成能力・業務遂行力を向上させることが求められているため、市町村職員の専門的

知識や技術の習得等を図り、市町村行政の能率的な運営に資するよう、市町村職員

実務研修の内容の充実や受入者数の拡大に努めます。 【継続実施】

・個人県民税については、従来から取り組んでいる県徴収職員の市町村への派遣に加

え、さらなる徴収率向上のため、市町村との新たな徴収連携方策を検討し、実施し

ます。 【２８年度から実施】［再掲］

・地域住民に身近な行政サービスは、住民に身近な基礎自治体で行うことができるよ

うにするとともに、市町村が地域の実情や住民のニーズに沿った行政を総合的に担

い、個性豊かで活力に満ちた地域づくりに取り組めるように、住民の利便性の向上

を念頭に入れた権限移譲を進め、権限移譲後の円滑な事務の執行を支援します。

【継続実施】

②市町村間の水平連携と県による垂直補完等の推進

・定住自立圏構想等の市町村間の広域連携について、各種助言や情報提供を充実させ

るとともに、県と市町村との施策の連携を図ります。 【継続実施】

・県が広域的かつ高い専門性を有する行政機関であることを生かし、福祉、農林水

産、土木建築、ＩＣＴなどの分野において、専門職員の派遣やシステムの共同化な

どの支援を行うことで、低コスト化や行政事務の高度化を促進します。

【継続実施】

-32-



・県が保有する施設の必要性を再検証し、県有施設としての必要性が薄れている施設

の廃止・縮小、市町村や民間で有効活用が見込まれる施設の移管等に取り組みま

す。また、未利用となった職員宿舎・住宅については、新規就農支援や定住対策

等、地域活性化に資する施設として活用が図れるよう市町村と連携していきます。

【継続実施】［再掲］

（３）県を越えた広域連携

各県に共通する行政課題について、県単独で対応するよりも複数の県による課題解

決に向けた取組が効率的・効果的であることから、九州地方知事会において、共同し

て政策を作り上げ、連携して実行していく「政策連合」により、広域的な課題の解決

に取り組みます。また、経済団体と九州地域戦略会議を設置し、官民一体となって地

域の発展に取り組んでいます。

さらに、九州各県をはじめ、関西広域連合や中国・四国各県などとも広域的連携の

視点に立った政策を様々な分野において展開することにより、県の政策の高度化・効

率化を図ります。

［取組の具体例］

・九州地域戦略会議が２６年１２月に設置した４つの地方創生プロジェクト

チームにおいて企画立案した九州ＵＩＪターン就職応援フェアの開催等の

具体的な取組について、地域住民生活等緊急支援のための交付金（地方創

生先行型）の上乗せ交付分の活用も視野に入れて、各県と経済界とで連携

して取組を進めます。 【２７年度から実施】

・津久見高等学校海洋科学校の大型実習船の代船建造について、香川県と共

同で行い、両県水産業の特性を活かした人材育成や実習船の更新を行うと

ともに、運航経費の節減を図ります。

【２７年度から検討、３１年度から運航開始】
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Ⅳ 進行管理等

１ 計画期間

２７年度の策定時から３１年度までとします。

新長期総合計画を支える行財政基盤の強化を目指し、新長期総合計画の中間見直し

年である３１年度までの計画とします。

２ 進行管理

本アクションプランの実行に当たっては、知事を本部長として副知事及び各部局

長等で構成する「行財政改革本部」による内部的な進行管理を行うとともに、民間

有識者を委員として構成する「行財政改革推進委員会」を通じて外部的な進行管理

も併せて実施します。

なお、進捗状況については、毎年度、各項目ごとの具体的な取組内容を分かりや

すく整理し、県議会行財政改革・グローバル戦略特別委員会に報告するとともに、

ホームページ等により、県民の皆様へお知らせします。

３ 大分県行財政改革アクションプランの改訂

今後の国内外の社会情勢の変化や、地方財政対策の動向など、本県を取り巻く環

境に著しい変化が生じる場合は、必要に応じて本アクションプランの改訂を行いま

す。
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用語解説

■アルファベット

○ Ｉ Ｃ Ｔ (Information and Communication Technology)

情報・通信に関する技術。パソコンはもちろんのこと、電子黒板・実物投影機

・動画教材・プレゼンテーションソフトなどを活用するもの。

○ Ｎ Ｐ Ｏ （ Non Profit Organization)

「民間の非営利団体」のこと。ボランティア団体や市民活動団体のほとんどが

ＮＰＯということになる。「ＮＰＯ」と「ＮＰＯ法人」の違いは、数多くの「ＮＰ

Ｏ」の中で、ＮＰＯ法に基づき県知事などからの設立の認証を受けたものが「Ｎ

ＰＯ法人」であり、法人設立の手続きや運営をＮＰＯ法に基づいて行っている。

○ Ｐ Ｆ Ｉ （ Private Finance Initiative）

公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を

活用して行う手法のこと。

■ か行

○ 基 礎 的 財 政 収 支 （ プ ラ イ マ リ ー ・ バ ラ ン ス ）

国債や地方債の償還金を除いた歳出と、国債や地方債の発行収入を除いた歳入と

の収支のこと。

○ ク ラ ウ ド 化 （ ク ラ ウ ド コ ン ピ ュ ー テ ィン グ ）

従来は手元のコンピュータで管理・利用していたようなソフトウェアやデータな

どを、ユーザーがネットワーク経由で、サービスとして利用する方式のこと。

■ さ行

○ サ ー ビ サ ー （ 債 権 回 収 会 社 ）

債権管理回収業に関する特別措置法に基づき、債権者から委託または譲渡を受け

て、特定金銭債権の管理回収を行う法務大臣の許可を得た民間の債権管理回収専

門業者のこと。

○ 財 政 調 整 用 基 金

経済の不況等による税収減や、災害発生等による年度間の財源不均衡を調整する

ための基金のこと。財政調整基金と減債基金が該当する。

○ 自 立 支 援 型 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト
要支援・要介護状態の軽減・悪化防止につながる「自立支援」の考え方に基づいた介

護サービス等が効果的に提供されるよう、調整を行い、支援すること。

■ た行

○ 地 域 包 括 ケ ア シ ス テ ム

高齢者の誰もができる限り住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、個々の高

齢者の状況やその変化に応じて、医療・介護・介護予防・生活支援・住まいの５

つのサービスを一体的に提供できる体制のこと。
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○ 定 住 自 立 圏 構 想

「中心市」の都市機能と「近隣市町村」の農林水産業、歴史、文化等、各々の魅

力を活用し、民間の担い手も含め、相互に役割分担し、連携・協力により地域住

民のいのちと暮らしを守るため圏域全体で必要な生活機能を確保し、地方圏への

人口定住を促進する政策のこと。

○ 電 力 シ ス テ ム 改 革

２５年４月に閣議決定された①広域系統運用の拡大、②小売及び発電の全面自

由化、③法的分離の方式による送配電部門の中立性の一層の確保の３段階からな

る改革。改革により、地域を越えて電気のやりとりが容易になったり、一般家庭

で電力会社や料金メニューを自由に選べるようになったり、送配電ネットワーク

を誰もが公平に利用できるようになることが予定されている。

○ 特 定 事 業 主 行 動 計 画
次世代育成支援対策推進法に基づき、大分県も一つの事業主としての立場から、職員

が仕事と子育ての両立を図ることができるよう職場を挙げて支援する環境を整備するた

めの行動計画を策定したもの。２７年６月に第３期計画（Ｈ２７～３１）を策定。

○ 土 地 改 良 財 産
農業用ダムやため池、農業用水路・道路のこと。

■ な行

○ ネ ー ミ ン グ ラ イ ツ
文化施設やスポーツ施設に対して、スポンサー企業の社名やブランド名を名称として

付与する権利のこと。大分県では３施設に導入済。

■ は行

○ パ ブ リ シ テ ィ

県の政策や事業の内容や説明を、新聞・雑誌・ラジオ・テレビなどで記事とし

て県内及び全国へ向けて発信すること。

○ 標 準 財 政 規 模

地方公共団体の一般財源の標準規模を示すもの（県税、普通交付税等）。

○ ふ る さ と 納 税
ふるさと大分を応援するための寄付金のこと。大分県へふるさと納税を行う場合は、

「寄付金の使い道」が選べる。

■ ま行

○ マ イ ナ ン バ ー 制 度

複数の機関に存在する特定の個人の情報を同一人であるということの確認を行う

ための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利

便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤（インフラ）。
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■ ら行

○ リ ノ ベ ー シ ョ ン
既存の建物に大規模な改修工事を行い、用途や機能を変更して性能を向上させたり

付加価値を与えること。

○ 臨 時 財 政 対 策 債

地方交付税の財源不足を補うため、国の配分により発行する地方債のこと（後年

度、元利償還金の全額について、地方交付税に加算される）。

■ わ行

○ ワ ー ク・ ラ イ フ ・ バ ラ ン ス

ワーク（仕事）とライフ（仕事以外の生活）を調和させ、性別・年齢を問わず、

誰もが働きやすい仕組みや環境をつくること。

○ ワ ンス ト ッ プ サ ー ビ ス

ある分野に関連するあらゆるサービスを、そこに１度立ち寄るだけですべて行

えるようにするサービス形態のこと。
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